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２月定例会議決結果
　２月定例会の議案のうち、30年度予算議案等の市長提出議案59件、請願１件、陳情２件は、一般会計予算審査特別委員

会、各常任委員会でそれぞれ審査（人事議案は常任委員会で審査せず、本会議で審議後、採決）した後、また、議会提出議案

３件は直接、本会議で下記のとおり議決しました。

（各委員会審査状況は16ページから21ページをご参照ください。）
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教育委員会教育長の任命について 可決 ※５ 22 2

教育委員会委員の任命について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 0

固定資産評価員の選任について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

条例の制定

新発田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市旧学校施設の設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

条例の一部改正

新発田市個人情報保護条例及び新発田市情報公開条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市一般職の職員の給与に関する条例等
　※�新潟県人事委員会勧告等に伴う給与改定について県に準じた改正及び組織改正に伴

い、新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の任期付職員の採
用等に関する条例の一部を改正するもの

総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例 総務 可決 ○ ○ ○ × ○ ○ 22 3

新発田市行政組織条例 総務 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市体育施設条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市国民健康保険条例等
　※�国民健康保険財政の都道府県化に伴い、新発田市国民健康保険条例、新発田市国民健

康保険税条例及び新発田市国民健康保険事業財政調整基金に関する条例の一部を改正
するもの

社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市後期高齢者医療に関する条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市デイサービスセンター条例 社会文教 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ 21 4

新発田市手数料条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市介護保険条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ × ○ ○ 22 3

新発田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める
条例

社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市重度心身障害者医療費助成条例及び新発田市ひとり親家庭等の医療費助成に関す
る条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市特別会計条例等
　※�西部工業団地用地完売に伴い、特別会計を廃止するため、新発田市特別会計条例の一

部改正及び新発田市西部工業団地造成事業基金条例を廃止するもの
経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市道路占用料条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市都市公園条例 経済建設 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市立学校施設使用条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市生涯学習センター条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0

新発田市職員退職手当支給条例等
　※�国、県の職員の退職手当の支給水準が引き下げられたことに伴い、当市もこれに準ず

るため、新発田市職員退職手当支給条例、新発田市職員退職手当支給条例の一部を改
正する条例の一部を改正するもの

総務 可決 ○ ○ × × ○ ○ 18 7

新発田市長等退職手当支給条例 総務 可決 ○ ○ × × ○ ○ 18 7

新発田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 0


